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衆
議
院
議
員
佐
藤
ゆ
う
こ
君
提
出
自
由
貿
易
地
域
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
由
貿
易
地
域
に
つ
い
て
は
、

沖
縄
に
お
け
る
企
業
の
立
地
を
促
進
す
る
と
と
も
に
貿
易
の
振
興
に
資
す
る
た
め
、
沖
縄
県
知
事
の
申
請
に
基
づ
き
指
定
す

る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
と
お
り
、
自
由
貿
易
地
域
那
覇
地
区
を
指
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
該
地
区
に
お
け
る

輸
入
量
・
輸
入
額
及
び
輸
出
量
・
輸
出
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
に
お
い
て
は
輸
入
が
約
二
百
七
十
四
万
四
千
百
七
十
キ

ロ
グ
ラ
ム
・
約
三
十
五
億
千
八
百
万
円
、
輸
出
が
約
三
千
三
百
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
・
約
二
億
二
百
万
円
、
平
成
二
十
二
年
に

お
い
て
は
輸
入
が
約
三
十
四
万
四
千
七
百
二
十
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
・
約
五
億
八
千
二
百
万
円
、
輸
出
が
約
四
千
六
百
七
十
三
キ

ロ
グ
ラ
ム
・
約
三
億
三
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
自
由
貿
易
地
域
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
沖
縄
に
お
い
て
は
、
沖
縄
振
興

特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
由
貿
易
地
域
の
ほ
か
、
企
業
の
立
地
が
進
ん
で
い
な
い
地
域
に
相
当
数
の

従
業
員
を
使
用
す
る
企
業
等
の
集
積
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
沖
縄
に
お
け
る
産
業
及
び
貿
易
の
振
興
に
資
す
る
た
め
、

一



沖
縄
県
知
事
の
申
請
に
基
づ
き
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
自
由
貿
易
地
域
と
し
て
、
特
別
自
由
貿
易
地

域
中
城
湾
港
新
港
地
区
を
指
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
自
由
貿
易
地
域
那
覇
地
区
及
び
特
別
自
由
貿
易
地
域
中
城
湾
港
新
港
地
区
以
外
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
知

事
か
ら
、
自
由
貿
易
地
域
又
は
特
別
自
由
貿
易
地
域
の
指
定
の
申
請
は
さ
れ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
を
含
め
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
は
、
一
日
も
早
い
被
災
地
の
復
興
に
向
け
、

東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
が
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
五
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
復
興
へ
の
提
言
〜
悲
惨
の
な
か
の
希

望
〜
」
を
最
大
限
尊
重
し
て
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
十
条
又
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、

国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
又
は
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
の
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
（
国
際
戦
略

総
合
特
別
区
域
協
議
会
又
は
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
協
議
会
を
組
織
す
る
も
の
に
限
る
。
）
等
か
ら
新
た
な
規
制
の
特

例
措
置
そ
の
他
の
特
別
措
置
の
整
備
等
に
関
す
る
提
案
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
提
案
を
踏
ま
え
た
新
た
な
措
置
を

二



講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
合
特
別
区
域
基
本
方
針
の
変
更
の
案
に
つ
い
て
閣
議
の
決
定
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
お
尋
ね
の
「
自
由
貿
易
地
域
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
当
該
提
案
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
踏
ま
え
、
当
該
提
案
を
踏
ま
え
た
新
た
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。

三


